
令和５年度第１回（第４４回）  

太 宰 府 市 都 市 計 画 審 議 会  次 第 

 

日時：令和 5 年 11 月 28 日（火） 9 時 30 分開始  

場所：太宰府市役所  4 階大会議室  

 

        

１  開会  

・委嘱状交付  

・市長挨拶  

 

 

 

 

２  議事  

   【審議案件】  

    太宰府市立地適正化計画（案）について      

                    

 

 

 

 

 

３  閉会  



太宰府市都市計画審議会  委員名簿  
 

          任期：令和６年１０月３１日まで  

選出区分  氏   名  役  職  所     属  

(１ )識 見 を 有 す る

者  

４人以内  

青山  博秋   公 益 社 団 法 人 福 岡 県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会  筑 紫 支 部  

近藤  富美   公 益 社 団 法 人 福 岡 県 建 築 士 会  

坂井  猛   九州大学  キャンパス計画室  教授・副室長  

髙尾  忠志   一 般 社 団 法 人 地 域 力 創 造 デ ザ イ ン セ ン タ ー  代 表 理 事  

(２ )市議会議員  

３人以内  

笠利  毅   
太宰府市議会  

木村  彰人   

(３ )関係行政機関  

３人以内  

高橋  涼   福 岡 県  建 築 都 市 部  都 市 計 画 課 長  

前島  雅一   福 岡 県 警 察  筑 紫 野 警 察 署  交 通 課 長  

鶴川  和宜   筑 紫 野 市  建 設 部  都 市 計 画 課 長  

(４ )市民  

３人以内  

柴田  茂美   太 宰 府 市 自 治 協 議 会 （ 大 佐 野 区 自 治 会 長 ）  

松尾  修   太 宰 府 市 農 業 委 員 会 会 長  

宮原  清太   太 宰 府 市 商 工 会 理 事  

 

 

               ○事務局  

副市長  原口  信行  

都市整備部長  柴田  義則  

都市計画課長  古賀  千年志  

都市計画係長  北郷  寛樹  

景観・歴史のまち推進係長  宮崎  亮一  

都市計画課担当職員  坂口  亜樹  

都市計画課担当職員  長澤  浩平  

都市計画課担当職員  岩武  駿  
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○太宰府市都市計画審議会条例  

平成 12年３月 31日  

条例第 18号  

改正  平成 14年３月 29日条例第１号  

平成 15年９月 26日条例第 36号  

平成 19年９月 27日条例第 26号  

平成 20年 12月 19日条例第 38号  

平成 24年３月 22日条例第６号  

平成 25年３月 28日条例第 14号  

平成 26年３月 27日条例第７号  

平成 29年３月 22日条例第 13号  

平成 29年３月 22日条例第 20号  

（趣旨）  

第１条  この条例は、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 77条の２第１項の規

定に基づき、太宰府市都市計画審議会（以下「審議会」という。）に関し、必

要な事項を定めるものとする。  

（所掌事務）  

第２条  審議会は、市長の諮問に応じ本市の都市計画行政の円滑な運営を図るた

め、次の各号に掲げる事項について審議する。  

(1) 本市が定める都市計画に関すること。  

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。  

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。  

（組織）  

第３条  この審議会は、 13人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者の

うちから市長が任命する。  

(1) 識見を有する者  ４人以内  

(2) 市議会議員  ３人以内  

(3) 関係行政機関の職員  ３人以内  

(4) 市民  ３人以内  

２  前項第３号に掲げる者につき任命された委員は、やむを得ない事由があると
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きは、その委員の属する行政機関の職員のうちから代理の職員を指名し、その

職務を委任することができる。  

（平 14条例１・一部改正）  

（任期）  

第４条  委員の任期は、２年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を

離れたときは、委員の職を失うものとする。  

２  補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

３  委員は再任されることができる。  

（平 29条例 13・一部改正）  

（臨時委員）  

第５条  審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干

人を置くことができる。  

２  臨時委員は、市長が任命する。  

３  臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるも

のとする。  

（専門委員）  

第６条  審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干

人を置くことができる。  

２  専門委員は、市長が任命する。  

３  専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるも

のとする。  

（会長）  

第７条  審議会に会長を置き、第３条第１号の規定に基づき任命された委員のう

ちから委員の選挙によりこれを定める。  

２  会長は、会議を総理し、審議会を代表する。  

３  会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委

員がその職務を代理する。  

（平 14条例１・一部改正）  

（会議）  

第８条  審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。  
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２  会議は、委員及び議案に関係ある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を

開くことができない。  

３  会議の議事は、出席委員及び議案に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。  

（庶務）  

第９条  審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。  

（平 15条例 36・平 19条例 26・平 20条例 38・平 24条例６・平 25条例 14・平 26

条例７・平 29条例 20・一部改正）  

（委任）  

第 10条  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長

が別に定める。  

附  則  

この条例は、平成 12年５月１日から施行する。  

附  則（平成 14年条例第１号）  

この条例は、平成 14年４月１日から施行する。  

附  則（平成 15年条例第 36号）  

この条例は、平成 15年 10月１日から施行する。  

附  則（平成 19年条例第 26号）  

この条例は、平成 19年 10月１日から施行する。  

附  則（平成 20年条例第 38号）  

この条例は、平成 21年４月１日から施行する。  

附  則（平成 24年条例第６号）  

この条例は、平成 24年４月１日から施行する。  

附  則（平成 25年条例第 14号）  

この条例は、平成 25年４月１日から施行する。  

附  則（平成 26年条例第７号）  

この条例は、平成 26年４月１日から施行する。  

附  則（平成 29年条例第 13号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成 29年条例第 20号）  
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（施行期日）  

１  この条例は、平成 29年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正前に許可、任命、委嘱等されたものについては、なお従

前の例による。  
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資料６
【都市機能誘導区域(案)】
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